
米
国
連
邦
行
政
機
関
に
よ
る
A
D
R
利
用
の
動
向

　
　
　
－
行
政
機
関
横
断
的
A
D
R
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
ー

大
　
橋

真
　
由
　
美
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一二三四

序
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
設
立
ま
で
の
経
緯

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
と
そ
の
活
動
内
容

結
ぴ

序

　
A
D
R
（
巴
冨
∋
筆
＜
①
皇
ω
君
8
冨
ω
o
巨
饒
昌
1
1
代
替
的
紛

争
解
決
）
と
は
、
当
事
者
の
合
意
の
も
と
、
中
立
的
第
三
者
が
介

入
し
、
仲
裁
や
調
停
を
は
じ
め
と
す
る
手
法
を
用
い
て
紛
争
の
解

　
　
　
　
　
　
　
（
1
〕

決
を
図
る
こ
と
を
い
う
。

　
訴
訟
洪
水
の
国
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
米
国
で
は
、
高
い
訴
訟
費

用
お
よ
ぴ
訴
訟
に
費
や
さ
れ
る
時
間
の
長
さ
に
対
し
て
不
満
が
高

ま
り
、
そ
の
結
果
、
家
庭
内
紛
争
、
労
働
関
係
の
紛
争
等
、
私
人

問
の
様
々
な
種
類
の
紛
争
解
決
の
た
め
に
A
D
R
が
活
用
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
米
国
に
お
け
る
A
D
R
関
連
分
野
の
う
ち
で
、
最
近

活
発
な
動
き
が
見
ら
れ
る
の
が
、
連
邦
政
府
の
行
政
機
関
に
よ
る

A
D
R
利
用
の
分
野
で
あ
る
。

　
米
国
連
邦
政
府
は
「
連
邦
裁
判
所
の
最
大
の
顧
審
で
あ
る
」
と

皮
肉
を
込
め
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
莫
大
な
時
問
と
資

源
を
司
法
裁
判
に
費
や
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
も
と
も
と
は

簡
易
か
つ
低
コ
ス
ト
で
あ
っ
た
米
国
連
邦
行
政
手
続
法
の
定
め
る

行
政
手
続
も
、
制
定
後
幾
十
年
を
経
て
、
行
政
機
関
自
身
が
創
り

出
し
た
、
ま
た
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
た
幾
層
も
の

手
続
が
付
加
さ
れ
た
た
め
に
正
式
手
続
化
が
進
み
、
煩
雑
で
時
間

と
コ
ス
ト
の
か
か
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
私
人
問
の
紛
争
に
お
い
て
A
D
R
が
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効
果
を
発
揮
し
て
い
る
点
を
踏
ま
え
て
、
訴
訟
お
よ
び
行
政
手
続

法
の
定
め
る
手
統
と
い
う
二
つ
の
負
担
に
苦
し
む
連
邦
行
政
機
関

の
中
に
は
、
自
ら
の
関
与
す
る
紛
争
解
決
に
A
D
R
を
活
用
し
よ

う
と
す
る
も
の
が
で
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
政
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
よ
る
A
D
R
利
用
（
以
下
「
行
政
A
D
R
」
と
い
う
）
の
動
き

の
頂
点
に
位
置
す
る
も
の
が
、
連
邦
行
政
機
関
に
対
し
て
紛
争
解

決
の
際
に
行
政
A
D
R
を
用
い
る
権
限
を
明
確
に
付
与
し
、
そ
の

利
用
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
九
九
〇
年
行
政
紛
争
解

決
法
の
制
定
で
あ
り
、
ま
た
一
九
九
五
年
に
同
法
が
一
度
失
効
し

た
後
、
一
九
九
六
年
に
な
さ
れ
た
恒
久
的
授
権
法
の
成
立
で
あ

（
3
）

ろ
う
（
以
下
、
一
九
九
〇
年
行
政
紛
争
解
決
法
と
一
九
九
六
年
行

政
紛
争
解
決
法
を
区
別
す
る
際
に
は
、
前
者
を
二
九
九
〇
年

法
L
、
後
者
を
「
一
九
九
六
年
法
」
と
い
う
）
。

　
こ
の
行
政
紛
争
解
決
法
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
同
法
が
行
政

機
関
に
対
し
て
明
確
な
A
D
R
利
用
権
限
を
付
与
し
つ
つ
も
、
行

政
機
関
に
一
律
に
そ
の
利
用
を
義
務
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
い
つ

ど
の
よ
う
な
紛
争
に
用
い
る
の
か
は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
主
判
断
に
任

せ
て
い
る
「
推
奨
法
」
で
あ
る
と
い
う
点
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

政
紛
争
解
決
法
に
も
明
示
し
て
あ
る
通
り
、
A
D
R
の
利
用
は
行

政
機
関
の
関
与
す
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
お
よ
ぴ
種
類
の
紛
争
の
解
決

に
適
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
す
べ
て
の
行
政
機
関
に
一

律
に
同
一
事
項
を
義
務
づ
け
る
こ
と
と
な
る
強
制
規
定
は
行
政
A

D
R
の
性
質
に
馴
染
ま
な
い
こ
と
を
理
曲
と
す
る
。
そ
こ
で
、

「
推
奨
法
」
で
あ
る
同
法
の
実
効
性
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
は
、

こ
れ
を
体
系
的
か
つ
積
極
的
に
行
政
機
関
の
問
に
浸
透
さ
せ
て
い

く
機
関
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
で
設
立
さ
れ

た
の
が
、
行
政
機
関
横
断
的
A
D
R
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ

（
ヨ
註
轟
o
q
昌
ξ
≧
8
『
；
ま
く
巴
】
名
鼻
①
刃
霧
o
巨
饒
昌
峯
o
寿
・

ぎ
o
q
．
0
8
仁
P
以
下
「
I
A
D
R
W
G
」
と
い
う
）
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
米
国
連
邦
行
政
機
関
に
お
け
る
行
政
A
D
R
の
こ

れ
か
ら
の
浸
透
の
是
非
は
、
1
A
D
R
W
G
の
活
動
の
成
功
如
何

に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
近
年
我
が
国
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
の
負
担
の
増
加
、
複
雑
か

つ
専
門
技
術
的
な
紛
争
の
増
加
等
に
よ
る
司
法
裁
判
の
機
能
の
限

界
が
問
題
視
さ
れ
、
A
D
R
に
関
す
る
関
心
は
高
ま
っ
て
き
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

り
、
こ
れ
に
関
す
る
包
括
的
な
文
献
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
米
国
連
邦
行
政
機
関
に
よ
る
A
D
R
利
用
に
関
し
て

は
、
こ
れ
を
包
括
的
に
検
討
し
て
い
る
研
究
は
存
在
せ
ず
、
一
九

九
〇
年
法
の
部
分
的
紹
介
お
よ
び
レ
グ
・
ネ
グ
（
『
品
一
畠
o
q
ま
た

は
畠
o
q
o
巨
算
＆
；
一
①
∋
算
ヨ
o
q
、
邦
名
で
は
「
交
渉
に
よ
る
規

188



（189）米国連邦行政機関によるADR利用の動向

　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

則
制
定
」
）
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
筆

者
は
、
米
国
に
お
け
る
行
政
A
D
R
に
関
す
る
包
括
的
な
研
究
を

行
う
に
あ
た
り
、
一
九
九
〇
年
法
お
よ
び
一
九
九
六
年
法
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

に
関
し
て
は
別
稿
に
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て

は
、
右
記
の
よ
う
な
意
味
で
米
国
に
お
け
る
行
政
A
D
R
の
本
質

を
理
解
す
る
上
で
肝
要
で
あ
り
、
そ
の
発
展
の
是
非
を
握
る
I
A

D
R
W
G
の
検
討
を
行
い
、
紹
介
す
る
。

ニ
　
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
設
立
ま
で
の
経
緯

　
一
九
九
五
年
十
月
に
、
連
邦
議
会
に
よ
る
予
算
配
分
停
止
を
理

曲
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
は
、
行
政
機
関
横
断
的
な
行
政
A
D
R
推

進
活
動
を
行
っ
て
き
た
の
は
合
衆
国
行
政
会
議
（
＞
」
巨
巨
g
冨
・

庄
毒
O
昌
｛
胃
9
8
o
；
訂
C
コ
ま
α
ω
訂
后
9
以
下
「
行
政
会

議
」
と
い
う
）
で
あ
う
た
。
そ
し
て
、
こ
の
行
政
会
議
の
廃
止
を

受
け
、
行
政
A
D
R
促
進
に
向
け
た
様
々
な
工
夫
を
加
え
て
設
立

さ
れ
た
の
が
I
A
D
R
W
G
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
I
A
D
R
W
G

の
前
身
と
言
え
る
行
政
会
議
の
活
動
を
中
心
に
、
I
A
D
R
W
G

設
立
に
至
っ
た
背
景
を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
1
）
　
一
九
九
〇
年
行
政
紛
争
解
決
法
制
定
に
向
け
た
行
政
会
議

の
活
動

　
一
九
八
O
年
代
に
入
り
、
陸
軍
工
科
師
団
（
＞
『
∋
く
o
o
｛
ω

○
申
向
畠
ま
霊
冨
）
が
政
府
調
達
分
野
に
お
い
て
A
D
R
利
用
を

試
み
た
り
、
環
境
保
護
庁
（
向
目
く
ぐ
昌
昌
彗
巨
～
g
8
庄
昌

＞
o
q
昌
ξ
）
が
ス
ー
パ
ー
フ
ァ
ン
ド
法
関
連
紛
争
で
A
D
R
を
活

用
し
た
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
行
政
機
関
（
以
下
、
行
政
機

関
と
い
う
場
合
に
は
、
米
国
連
邦
行
政
機
関
を
指
す
こ
と
と
す

る
）
べ
ー
ス
で
は
A
D
R
の
利
用
が
試
み
ら
れ
て
い
た
が
、
包
括

的
な
行
政
A
D
R
に
関
す
る
制
度
の
整
備
を
主
導
し
て
き
た
の
は
、

行
政
会
議
で
あ
っ
た
。

　
行
政
会
議
は
、
一
九
八
二
年
に
出
さ
れ
た
レ
グ
・
ネ
グ
の
利
用

を
推
奨
す
る
行
政
会
議
勧
告
の
発
表
か
ら
始
ま
り
、
一
九
九
〇
年

法
制
定
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
一
五
の
勧
告
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す

る
報
告
書
の
発
表
を
申
心
と
し
て
、
行
政
A
D
R
に
関
す
る
研
究

調
査
を
積
極
的
に
展
開
し
た
。
そ
し
て
一
九
九
〇
年
法
制
定
に
際

し
て
は
、
行
政
機
関
に
対
す
る
包
括
的
な
A
D
R
利
用
権
限
付
与

　
　
　
　
　
　
＾
9
）

の
必
要
性
を
主
張
し
、
連
邦
議
会
の
法
案
提
出
議
員
と
共
同
で
法

案
を
策
定
し
、
そ
の
両
院
通
過
に
尽
力
す
る
な
ど
多
大
な
貢
献
を

　
〔
1
0
）

行
っ
た
。

（
2
）
　
一
九
九
〇
年
行
政
紛
争
解
決
法
制
定
後
の
行
政
会
議
の
活

動
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一
九
九
〇
年
法
制
定
以
後
、
行
政
会
議
は
当
該
法
律
の
中
で
授

権
さ
れ
た
権
限
に
基
づ
き
、
行
政
A
D
R
推
進
役
と
し
て
の
任
務

を
積
極
的
に
果
た
し
た
。
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
行
政
会
議
の
活

動
の
具
体
例
と
し
て
は
、
①
一
九
九
〇
年
法
が
各
行
政
機
関
に
A

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
■
〕

D
R
政
策
を
策
定
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
、
連

　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

邦
調
停
サ
ー
ビ
ス
庁
（
向
＆
⑦
S
－
…
＆
鼠
ま
昌
竃
α
O
O
昌
巨
竿

庄
昌
ω
胃
三
8
）
と
の
協
力
の
下
で
の
こ
れ
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト

の
実
施
、
②
一
九
九
〇
年
法
の
要
請
に
従
っ
て
各
機
関
内
に
設
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

さ
れ
た
紛
争
解
決
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
に
対
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の

実
施
、
③
A
D
R
を
利
用
す
る
際
に
中
立
的
第
三
者
（
篶
旦
冨
一
）

と
し
て
働
き
う
る
候
補
の
名
簿
の
作
成
・
管
理
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
一
九
九
二
年
か
ら
は
、
各
行
政
機
関
の
紛
争
解
決
ス
ペ
シ

ャ
リ
ス
ト
と
共
同
で
行
政
機
関
横
断
的
な
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー

プ
を
結
成
し
、
複
数
行
政
機
関
に
よ
る
各
種
A
D
R
共
同
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
実
施
や
年
三
回
刊
行
の
「
A
D
R
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
ニ

ュ
ー
ス
レ
タ
ー
の
発
行
等
を
行
っ
た
（
こ
の
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル

ー
プ
は
、
I
A
D
R
W
G
の
雛
形
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る
）
。
一
九
九
〇
年
法
制
定
後
は
、
右
記
の
よ
う
な
行
政
A
D

R
関
連
の
活
動
が
行
政
会
議
の
活
動
の
中
心
と
な
り
、
行
政
会
議

ス
タ
ッ
フ
は
、
約
半
分
も
の
作
業
時
問
を
こ
れ
に
費
や
し
て
い
た

　
　
（
M
〕

と
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
一
九
八
九
年
の
連
邦
議
会
の
時
点
か
ら
、
連
邦
政
府
の

リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
の
一
環
と
し
て
行
政
会
議
を
廃
止
す
る

案
は
何
度
も
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
行
政
会
議
は
そ
の

都
度
危
機
を
し
の
ぎ
、
予
算
を
確
保
し
て
き
た
も
の
の
、
第
一
〇

四
回
連
邦
議
会
の
歳
出
配
分
委
員
会
が
行
政
会
議
に
対
す
る
予
算

配
分
を
実
施
し
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
九
五
年
十
月
、
そ
の
二
七

年
の
活
動
に
幕
が
下
ろ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
行
政
会
議
の
廃
止
を
受
け
て
、
学
説
か
ら
は
行
政
会
議
の
廃
止

に
よ
っ
て
行
政
紛
争
解
決
法
の
趣
旨
・
内
容
を
一
括
し
て
実
現
さ

せ
て
い
く
機
関
が
欠
如
す
る
こ
と
に
な
づ
た
と
の
批
判
が
な
さ
れ

　
（
肪
）

て
い
た
。
そ
こ
で
一
九
九
六
年
法
に
お
い
て
は
、
行
政
機
関
横
断

的
な
行
政
A
D
R
促
進
業
務
は
「
大
統
領
が
指
定
す
る
既
存
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ま
た
は
新
た
に
設
置
す
る
機
関
」
が
担
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
一
九
九
六
年
法
制
定
後
も
大
統
領
に
よ
る
指
定
は
な

か
な
か
行
わ
れ
ず
、
上
記
の
業
務
を
担
当
す
る
組
織
が
欠
如
す
る

状
態
が
続
い
た
。

　
一
・
九
九
六
年
法
制
定
後
か
ら
一
年
半
以
上
経
っ
た
一
九
九
八
年

五
月
一
目
、
行
政
機
関
横
断
的
な
A
D
R
利
用
促
進
組
織
の
整
備

を
命
じ
る
大
統
領
覚
え
書
き
（
以
下
「
大
統
領
覚
え
書
き
」
と
い

091



（191）米国連邦行政機関によるADR利用の動向

う
）
が
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
か
ら
各
行
政
機
関
宛
て
に
発
表
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岬
）

I
A
D
R
W
G
が
設
立
さ
れ
る
運
ぴ
と
な
っ
た
。

一
ニ
　
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
と
そ
の
活
動
内
容

　
こ
の
大
統
領
覚
え
書
き
の
中
で
、
同
大
統
領
は
、
連
邦
政
府
の

運
営
を
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
い
、
国
家
の
関
与
す
る
紛

争
や
問
題
を
可
能
な
限
り
合
意
に
基
づ
く
紛
争
解
決
手
法
を
用
い

て
解
決
す
る
こ
と
を
奨
励
、
促
進
し
て
い
く
方
針
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
方
針
に
沿
っ
て
設
立
さ
れ
る
I

A
D
R
W
G
の
目
的
は
、
以
下
の
四
つ
の
分
野
に
お
い
て
行
政
機

関
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
①
A
D
R
活
用
に
向
け
た
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
築
す
る

こ
と
、
②
A
D
R
を
い
つ
、
そ
し
て
い
か
に
用
い
る
べ
き
か
に
関

す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
政
機
関
の
職
員
を
対
象
に
実
施
す
る
こ

と
、
③
A
D
R
手
続
の
中
で
用
い
る
申
立
的
第
三
者
を
各
行
政
機

関
が
迅
遼
に
確
保
で
き
る
た
め
の
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
、
④
A

D
R
の
メ
リ
ッ
ト
を
実
証
し
て
い
く
た
め
の
デ
ー
タ
収
集
を
実
施

　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　
先
に
述
べ
た
大
統
領
の
覚
え
書
き
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
、
一

九
九
八
年
九
月
一
四
日
の
会
議
を
も
っ
て
そ
の
活
動
を
開
始
し
た

I
A
D
R
W
G
は
、
行
政
会
議
の
よ
う
に
独
自
の
職
員
は
擁
さ
ず
、

各
行
政
機
関
で
適
任
と
さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
が
I
A
D
R
W
G
の
ス

タ
ッ
フ
も
兼
務
す
る
、
一
種
の
省
庁
閲
連
絡
会
議
的
な
性
質
を
有

す
る
組
織
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
I
A
D
R
W
G
の
組
織
構
造

お
よ
び
活
動
内
容
は
、
行
政
A
D
R
固
有
の
背
景
や
特
徴
を
踏
ま

え
た
独
白
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
下
、
I
A
D
R
W
G
の
組
織
構
造
お
よ
び
活
動
内
容
の
有
す

る
特
徴
を
順
次
検
討
し
、
い
か
に
こ
れ
ら
の
特
徴
が
行
政
A
D
R

の
特
質
を
踏
ま
え
、
行
政
A
D
R
促
進
に
適
合
し
て
い
る
か
を
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

（
1
）
　
司
法
省
に
よ
る
全
面
的
な
サ
ポ
ー
ト
の
存
在

　
一
九
九
〇
年
法
の
制
定
の
際
、
そ
の
内
容
を
巡
っ
て
様
々
な
議

論
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
の
最
大
の
焦
点
の
一
つ
は
、
同
法
に

行
政
機
関
が
拘
束
的
仲
裁
（
巨
邑
ヨ
o
q
胃
巨
弐
き
昌
）
を
用
い

る
こ
と
を
認
め
る
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
に
対
す
る
司
法
省
の
強

硬
な
反
対
で
あ
っ
た
。
司
法
省
は
、
全
般
的
な
紛
争
解
決
テ
ク
ニ

ッ
ク
の
行
政
機
関
に
よ
る
利
用
に
関
し
て
は
賛
成
の
意
を
表
明
し

た
も
の
の
、
拘
束
的
な
仲
裁
は
、
行
政
機
関
の
官
吏
か
ら
民
間
の

仲
裁
人
へ
の
許
容
範
囲
を
超
え
た
政
策
決
定
権
限
の
委
任
に
該
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

し
、
憲
法
違
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
議
論
は
結
局
、
拘
束
的
仲
裁
規
定
賛
成
者
と
反
対
者
の
問

で
妥
協
が
は
か
ら
れ
、
伸
裁
決
定
か
ら
三
〇
日
の
間
は
当
該
決
定

を
覆
す
権
限
を
行
政
機
関
の
長
に
付
与
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
決
着

（
2
0
）

し
、
一
九
九
〇
年
法
は
成
立
し
た
。
し
か
し
、
激
し
い
議
論
の
的

と
な
づ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
拘
束
的
仲
裁
の
利
用
は
一
九
九
〇

年
法
制
定
後
も
行
政
機
関
に
よ
っ
て
敬
遠
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
他
の
A
D
R
手
法
に
つ
い
て
も
、
拘
束
的
仲
裁
と
の
混
同

か
ら
そ
の
利
用
が
礒
購
さ
れ
、
右
記
の
確
執
は
拘
束
的
仲
裁
の
利

用
だ
け
で
な
く
他
の
A
D
R
手
法
の
利
用
の
阻
害
要
因
に
も
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
（
幻
）

て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
九
〇
年
法
制
定
後
、
司
法
省
は
A
D
R
利
用
一
般
に
対
す

る
支
援
の
実
施
と
共
に
、
行
政
機
関
に
よ
る
拘
束
的
仲
裁
の
利
用

に
関
し
て
も
賛
成
表
明
を
行
い
、
行
政
A
D
R
を
全
面
的
に
支
援

す
る
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
意
見
を
変
更
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

と
な
っ
た
背
景
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
）
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
よ
う
な
態
度
が
表
面
的
に
は
見
ら
れ
る
中
で
も
、
司
法

省
内
で
の
実
際
の
A
D
R
利
用
の
推
進
に
対
す
る
消
極
的
な
婆
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

が
一
方
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
司
法
省
の
行
政
A
D
R
に
対
す
る
婆
勢
は
、
　
一

九
九
〇
年
法
制
定
後
も
不
明
瞭
な
点
が
残
存
し
て
い
た
。
し
か
し
、

I
A
D
R
W
G
設
立
を
機
に
、
そ
の
責
任
者
を
司
法
長
官
自
身
が

務
め
、
I
A
D
R
W
G
内
の
「
政
府
に
対
す
る
訴
え
関
連
紛
争
セ

ク
シ
ョ
ン
」
（
こ
れ
に
関
し
て
は
後
述
す
る
）
で
は
、
拘
束
的
仲

裁
の
利
用
に
関
す
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
自
ら
率
先
し

て
取
り
組
む
な
ど
、
司
法
省
は
行
動
を
も
っ
て
行
政
A
D
R
に
対

す
る
よ
り
積
極
的
な
婆
勢
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
な
づ
た
。

「
法
の
番
人
」
と
し
て
他
の
行
政
機
関
に
多
大
な
影
響
力
を
有
す

る
司
法
省
だ
け
に
、
そ
の
明
確
な
サ
ポ
ー
ト
の
行
政
A
D
R
促
進

に
対
す
る
意
義
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
に
よ
る
全
面
的
な
支
援

と
相
ま
っ
て
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）
　
行
政
A
D
R
の
多
様
性
に
対
応
す
る
た
め
の
セ
ク
シ
ョ
ン

別
活
動
方
針
の
採
用

　
行
政
A
D
R
は
、
行
政
紛
争
解
決
法
の
規
定
に
も
定
め
ら
れ
て

　
　
　
（
刎
）

い
る
よ
う
に
、
司
法
裁
判
の
代
替
手
段
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
裁

決
と
い
っ
た
正
式
な
行
政
手
続
の
代
替
手
段
も
含
む
と
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
そ
の
カ
バ
ー
す
る
紛
争
の
種
類
も
、
行
政
機
関
内

の
労
働
紛
争
か
ら
環
境
紛
争
ま
で
非
常
に
多
岐
に
わ
た
り
、
ま
た
、

紛
争
分
野
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
A
D
R
手
法
（
仲
裁
、
調
停
、

ミ
ニ
裁
判
等
）
の
形
態
も
多
様
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
環
境
紛
争
に
携
わ
る
環
境
保
護
庁
は
、
主
と
し
て
ス
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ー
パ
ー
フ
ァ
ン
ド
法
に
基
づ
く
有
害
物
質
除
去
費
用
を
巡
る
廃
棄

物
投
棄
者
と
の
紛
争
を
、
裁
判
を
経
由
せ
ず
に
解
決
す
る
た
め
に

A
D
R
活
用
に
励
ん
で
き
た
。
そ
の
際
、
以
前
か
ら
当
該
分
野
で

行
わ
れ
て
い
た
、
民
間
に
よ
る
環
境
紛
争
に
関
す
る
A
D
R
利
用

が
調
停
（
8
＆
武
饒
昌
）
を
中
心
と
し
て
い
た
の
を
受
け
、
環
境

保
護
庁
が
主
と
し
て
用
い
て
き
た
A
D
R
手
法
は
、
調
停
で
あ

　
（
2
5
）

つ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
政
府
調
達
紛
争
分
野
に
お
い
て
陸
軍
工
科
師
団

と
い
っ
た
主
要
調
達
機
関
が
A
D
R
利
周
を
模
索
し
始
め
た
背
景

に
は
、
簡
易
か
つ
低
コ
ス
ト
な
紛
争
の
解
決
を
提
供
す
る
は
ず
で

あ
っ
た
各
組
織
内
の
契
約
不
服
審
査
委
員
会
（
｝
o
胃
o
o
片
O
昌
一

け
轟
g
＞
君
8
一
ω
）
を
経
る
手
続
が
、
繁
雑
化
、
高
コ
ス
ト
化
し

た
と
い
う
経
緯
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
当
該
分
野
に
お
け
る

A
D
R
利
用
は
、
裁
判
所
代
替
的
と
い
う
よ
り
は
契
約
不
服
審
査

委
員
会
の
手
続
代
替
的
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

①
高
度
な
科
学
的
専
門
知
識
が
関
与
す
る
場
合
が
多
く
、
②
当
事

者
は
紛
争
解
決
後
も
継
続
的
に
良
好
な
関
係
を
保
つ
必
要
が
あ
る

点
が
政
府
調
達
契
約
紛
争
に
特
徴
的
で
あ
り
、
こ
の
特
徴
に
適
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
〕

す
る
、
・
二
一
裁
判
（
弐
コ
葦
邑
ω
）
手
法
が
当
該
分
野
に
お
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
（
η
〕

多
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
代
替
手
続
と
し
て

主
に
調
停
を
用
い
て
き
た
環
境
紛
争
に
お
け
る
行
政
A
D
R
と
は
、

そ
の
背
景
も
利
用
す
る
手
法
も
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
行
政
A
D
R
は
分
野
に
よ
っ
て
何
の
代
替
的
手

続
な
の
か
が
異
な
り
、
用
い
る
手
法
も
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

適
合
し
た
柔
軟
な
活
動
を
行
う
た
め
に
、
I
A
D
R
W
G
は
主
要

な
紛
争
分
野
毎
の
セ
ク
シ
ヨ
ン
に
分
か
れ
、
各
セ
ク
シ
ョ
ン
が
そ

れ
ぞ
れ
の
分
野
に
適
し
た
A
D
R
利
用
の
促
進
・
発
展
に
努
め
る

こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
九
九
年
六
月
現
在
、
I
A
D
R
W
G
内
に

は
①
労
働
紛
争
セ
ク
シ
ヨ
ン
（
考
O
『
吾
5
8
ω
①
；
昌
）
、
②
契

約
・
調
達
関
連
紛
争
セ
ク
シ
ョ
ン
（
O
昌
雪
9
房
彗
α
？
O
昌
『
①
一

昌
昌
一
ω
8
ご
9
）
、
③
法
執
行
関
連
紛
争
セ
ク
シ
ョ
ン
（
〇
三
一

穿
｛
0
8
①
昌
①
巨
O
O
①
；
昌
）
、
④
政
府
に
対
す
る
訴
え
関
連
紛
争

セ
ク
シ
ョ
ン
（
O
－
巴
昌
ω
＞
o
q
団
ぎ
9
0
0
く
①
『
目
目
⑦
コ
一
ω
①
o
ゴ
O
コ
）
、

⑤
小
規
模
機
関
グ
ル
ー
プ
（
ω
ヨ
昌
＞
O
q
昌
ξ
O
彗
昌
ω
）
の
五

つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
行
政
機
関
は

自
ら
の
関
係
す
る
、
ま
た
は
関
心
の
あ
る
セ
ク
シ
ョ
ン
に
最
低
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

つ
所
属
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
実
効
性
の
確
保
の
た
め
に
、
具
体
的
な
目
標
を
設
定

　
I
A
D
R
W
G
が
い
か
に
柔
軟
な
組
織
運
営
を
も
っ
て
活
発
な

活
動
を
展
開
し
た
と
し
て
も
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
は
じ
め
と
す
る
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種
々
の
啓
蒙
活
動
を
展
開
す
る
だ
け
で
は
、
行
政
A
D
R
と
い
う

新
し
い
手
法
を
多
く
の
行
政
機
関
に
浸
透
さ
せ
、
一
九
九
〇
年
法

お
よ
び
一
九
九
六
年
法
の
実
効
性
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
レ
ノ
司
法
長
官
は
一
九
九
八
年
九
月
一
四
日

の
I
A
D
R
W
G
立
ち
上
げ
会
議
の
開
会
ス
ピ
ー
チ
の
中
で
、
次

の
一
年
の
問
に
す
べ
て
の
行
政
機
関
が
最
低
一
つ
、
A
D
R
を
活

用
し
て
い
く
た
め
の
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
機
関
内
で
策
定
、
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

行
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
当
面
の
具
体
的
な
目
標
を
設
定
し
た
。

こ
れ
に
伴
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
活
動
も
、
各
行

政
機
関
に
よ
る
新
し
い
A
D
R
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
・
実
行
の
試

み
に
対
す
る
支
援
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

（
4
）
　
行
政
機
関
間
の
行
政
A
D
R
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
共
有
に

向
け
た
制
度
の
整
備

　
行
政
A
D
R
の
発
展
経
緯
に
関
し
て
は
、
行
政
機
関
が
そ
れ
ぞ

れ
独
自
に
A
D
R
利
用
の
試
み
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
は
既
に
述

べ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
の
結
果
と
し
て
、
行
政
機
関

間
の
A
D
R
に
対
す
る
習
熟
度
に
大
き
く
差
が
生
じ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
こ
で
、
既
に
行
政
A
D
R
に
関
し
て
経
験
を
積
ん
で
い

る
行
政
機
関
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
を
促
進
さ
せ
、
行
政
機
関
間
の

差
を
で
き
る
隈
り
解
消
し
て
い
く
た
め
、
I
A
D
R
W
G
に
よ
っ

て
様
々
な
制
度
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ま
ず
、
主
要
紛
争
分
野
毎
に
設
置
さ
れ
た
セ
ク
シ
冒
ン
の
活
動

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
A
D
R
利
用
の
経
験
が
豊
宮
な

行
政
機
関
が
中
心
と
な
っ
て
展
開
し
、
彼
。
ら
が
他
の
よ
り
経
験
の

少
な
い
行
政
機
関
を
指
導
す
る
こ
と
に
よ
づ
て
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の

共
有
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
な
づ
た
。
例
え
ぱ
、
労
働
紛
争
セ
ク
シ

目
ン
は
、
労
働
環
境
に
不
服
を
持
つ
職
員
に
対
し
て
無
料
の
調
停

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
、
刃
向
U
宛
向
ω
o
o
．
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
採
用
し

て
成
功
を
収
め
て
い
る
米
国
郵
政
公
社
（
戸
ω
■
勺
o
ω
邑
ω
雪
く
。

一
8
）
が
率
い
、
ま
た
、
法
執
行
セ
ク
シ
目
ン
は
ス
ー
パ
ー
フ
ァ

ン
ド
法
執
行
関
連
の
A
D
R
で
経
験
が
豊
富
な
環
境
保
護
庁
が
率

い
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
右
記
の
よ
う
な
行
政
機
関
間
で
の
ノ
ウ
ハ
ウ
共
有
を

よ
り
強
力
に
実
施
し
て
い
く
た
め
、
法
執
行
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は

「
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
」
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
当
該
チ
ー
ム
は
、
A
D
R
経
験
の
豊
富
な
行
政
機
関
の
職

貞
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
目
的
は
、
当
該
セ
ク
シ
目
ン
参
加

行
政
機
関
が
A
D
R
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
・
実
行
し
よ
う
と
す
る

際
の
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
．

チ
ー
ム
の
助
カ
を
希
望
す
る
行
政
機
関
は
、
ま
ず
窓
口
と
な
っ
て
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い
る
環
境
保
護
庁
の
A
D
R
担
当
職
員
に
連
絡
を
取
り
、
自
ら
の

状
況
や
A
D
R
に
対
す
る
需
要
に
つ
い
て
話
し
合
う
た
め
の
打
ち

合
わ
せ
の
場
を
設
定
す
る
。
次
に
、
そ
の
打
ち
合
わ
せ
に
お
い
て

明
ら
か
に
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
応
じ
て
、
適
切
な
専
門
知

識
や
技
能
を
有
す
る
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ヨ
ン
・
チ
ー
ム
の
構
成
員

か
ら
成
る
チ
i
ム
が
組
ま
れ
、
結
果
と
し
て
行
政
機
関
は
自
ら
の

事
情
に
特
別
に
あ
つ
ら
え
ら
れ
た
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
事
案
毎
に
組
ま
れ
る
チ
ー
ム
は
、

い
わ
ば
一
行
政
機
関
の
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
A
D
R
コ
ン
サ
ル
タ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
〕

ト
」
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
趣
旨
の
「
メ

ン
タ
ー
．
メ
ン
テ
ィ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
ζ
Φ
鼻
O
ミ
ζ
①
葦
霊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

乎
O
σ
q
冨
昌
）
」
が
労
働
紛
争
セ
ク
シ
ョ
ン
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
行
政
機
関
間
の
A
D
R
習
熟
度
の
違
い
に
着
目
し
た
労

働
紛
争
セ
ク
シ
ヨ
ン
で
は
、
一
九
九
九
年
九
月
ま
で
当
面
の
聞
、

当
該
セ
ク
シ
ヨ
ン
参
加
行
政
機
関
は
、
①
A
D
R
に
初
め
て
取
り

組
む
行
政
機
関
、
②
既
存
の
A
D
R
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
存
在
し
て
い

る
行
政
機
関
、
③
労
働
紛
争
に
関
す
る
A
D
R
に
関
し
て
豊
富
な

見
識
を
有
し
、
他
の
行
政
機
関
に
対
し
て
サ
ポ
ー
ト
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
、
ま
た
よ
り
高
度
な
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
く
行
政

機
関
、
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
か
れ
て
活
動
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

例
え
ば
、
前
述
②
の
「
既
存
の
A
D
R
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
存
在
し
て

い
る
行
政
機
関
」
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
労
働
紛
争
関
係
者
が
A

D
R
利
用
の
中
で
果
た
す
役
割
に
関
す
る
公
開
討
論
会
、
各
行
政

機
関
毎
で
A
D
R
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
設
計
す
る
た
め
の
説
明
会
、

そ
し
て
行
政
機
関
内
で
の
A
D
R
に
対
す
る
懐
疑
的
姿
勢
の
克
服

に
向
け
た
勉
強
会
等
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
当
該
レ
ベ
ル
の
行
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

機
関
の
A
D
R
利
用
促
進
に
役
立
つ
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

　
I
A
D
R
W
G
で
は
、
第
一
に
、
紛
争
分
野
別
の
各
セ
ク
シ
ョ

ン
の
責
任
者
を
当
該
紛
争
分
野
に
お
け
る
A
D
R
利
用
経
験
の
豊

富
な
行
政
機
関
が
務
め
、
こ
れ
が
中
心
と
な
っ
て
当
該
セ
ク
シ
ョ

ン
の
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
経
験
の
浅
い
行
政
機
関
へ
の
ノ

ウ
ハ
ウ
の
伝
授
を
容
易
に
す
る
環
境
が
整
傭
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
第
二
に
、
セ
ク
シ
ヨ
ン
内
で
の
A
D
R
経
験
の
浅
い
行
政
機
関

に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
法
執
行
セ
ク
シ
ヨ
ン

や
労
働
紛
争
セ
ク
シ
ョ
ン
は
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
・
チ
ー
ム
の

設
置
や
A
D
R
習
熟
レ
ベ
ル
別
の
活
動
展
開
を
行
っ
て
い
る
。
I

A
D
R
W
G
で
は
、
行
政
機
関
問
の
A
D
R
習
熟
格
差
を
解
消
す

る
た
め
の
き
め
細
か
な
体
制
が
整
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
こ
こ
ま
で
で
、
紛
争
分
野
別
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
活
動
の
中
心
に

当
該
分
野
の
A
D
R
利
用
に
長
け
て
い
る
行
政
機
関
を
据
え
、
コ
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ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
習
熟
レ
ベ
ル
別
の
活
動

を
行
う
な
ど
、
I
A
D
R
W
G
で
は
行
政
機
関
の
問
の
A
D
R
習

熟
格
差
解
消
に
向
け
て
き
め
綱
か
な
体
制
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

（
5
）
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
の
活
用

　
I
A
D
R
W
G
に
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
が
積
極
的
に
活
用

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
活
動
に
関
す
る
情
報
提
供
や
意
見
交
換
の
大

半
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
設
け
ら
れ
た
ー
A
D
R
W
G
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
⊂
ヵ
－
二
一
ヰ
芝
≧
峯
ミ
ー
旨
彗
o
彗
県
σ
・
o
乏
一
邑
・

『
峯
①
q
、
葦
昌
）
で
な
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　
当
該
ホ
ー
ム
ベ
ー
ジ
上
で
は
、
1
A
D
R
W
G
各
セ
ク
シ
ョ
ン

の
最
新
の
活
動
予
定
表
が
逐
次
発
表
さ
れ
、
既
に
行
わ
れ
た
会
議

や
説
明
会
の
議
事
録
だ
け
で
は
な
く
、
将
来
予
定
さ
れ
て
い
る
も

の
の
議
事
予
定
も
公
表
さ
れ
、
行
政
機
関
に
対
す
る
安
価
か
つ
確

実
な
連
絡
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
な
ら
だ
れ
で

も
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
I
A
D
R
W
G
ひ
い
て

は
行
政
A
D
R
に
関
す
る
活
動
内
容
を
一
般
市
民
に
対
し
て
安
価

か
つ
広
範
囲
に
訴
え
か
け
る
こ
と
の
で
き
る
、
広
告
塔
の
機
能
も

果
た
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
は
、
各
行
政
機
関
が
A
D
R
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
自
組
織
内
で
策
定
・
実
行
し
よ
う
と
す
る
際
に
参
考

と
な
る
各
種
資
料
（
「
A
D
R
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
成
功
さ
せ
る
た
め

の
主
な
留
意
点
」
な
ど
）
が
掲
示
さ
れ
て
お
り
、
各
行
政
機
関
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

対
し
て
容
易
な
情
報
入
手
手
段
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
行
政
A
D
R
に
関
す
る
意
見
交
換
の
た
め
の
手
段
と

し
て
、
セ
タ
シ
ョ
ン
毎
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
メ
ー
リ
ン
グ
．
リ

ス
ト
や
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
名
の
掲
示
板
的
機
能
を
持
つ
コ

ー
ナ
ー
が
設
置
さ
れ
、
．
行
政
A
D
R
に
関
す
る
情
報
交
換
が
簡
易

に
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
行
政
A
D
R
の
発

展
に
電
子
メ
ー
ル
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
既
に
行
政
会

議
の
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
行
政
機
関
お
よ
び
民
間
の
紛
争
■

解
決
機
関
の
閥
で
の
A
D
R
情
報
共
有
の
促
進
に
電
子
メ
ー
ル
を

活
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
行
政
会
議
の
提
言
が
、
ゴ
ア
副
大
統
領

の
も
と
で
連
邦
政
府
の
政
策
と
実
務
の
全
面
的
な
見
直
し
を
は
か

っ
て
い
る
N
P
R
（
Z
與
ご
o
箏
竺
勺
Φ
ユ
o
『
目
與
目
8
宛
①
三
①
≦
）
の

電
子
メ
ー
ル
活
用
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
に
選
ば

　
　
　
　
　
　
　
（
拠
）

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
I
A
D
R
W
G
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
．

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
等
．
の
電
子
メ
ー
ル
技
術
の
活
用
は
、
行
政
会

議
時
代
か
ら
の
動
き
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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I
A
D
R
W
G
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
一
度
に

広
範
囲
の
対
象
人
員
に
対
し
て
低
コ
ス
ト
で
正
確
な
情
報
を
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
の
特
性
を
有
効
に
活
用

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
最
先
端
の
惰
報
技
術
を
政
府
運
営

の
効
率
化
に
活
か
し
て
い
く
と
い
う
最
近
の
連
邦
政
府
の
動
向
に

　
　
　
　
　
（
珊
）

も
合
致
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
I
A
D
R
W
G
の
組
織
構
造
お
よ
び
活
動
内

容
が
い
か
に
行
政
A
D
R
の
特
質
に
適
合
し
、
ま
た
行
政
A
D
R

の
利
用
促
進
に
向
け
て
工
夫
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
き
検
討
を
行
っ

て
き
た
。
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
考
察
を

行
い
、
結
び
に
代
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

四
　
結
び

　
行
政
紛
争
解
決
法
が
強
行
規
定
を
も
た
な
い
「
推
奨
法
」
的
な

性
質
を
有
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
行
政
A
D
R
の
利
用
が

す
べ
て
の
紛
争
解
決
に
は
適
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
行
政
紛
争
解
決
法
を
単

な
る
記
念
碑
的
な
存
在
で
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
は
、
同
法
の
趣

旨
・
内
容
を
積
極
的
に
行
政
機
関
に
浸
透
さ
せ
て
い
く
組
織
の
存

在
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
本
稿
の
序
文
で
も

述
べ
た
。
合
衆
国
行
政
会
議
の
廃
止
の
後
に
設
立
さ
れ
た
I
A
D

R
W
G
に
は
、
こ
の
重
大
な
任
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
設
立
よ
り
九
ヶ
月
経
っ
た
現
在
、
I
A
D
R
W

G
の
活
動
を
い
か
に
評
価
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
九
九
〇
年
法
制
定
後
も
行
政
A
D
R
に
対
す
る
真
の
姿
勢
が

不
明
瞭
で
あ
っ
た
司
法
省
は
、
I
A
D
R
W
G
設
立
に
よ
り
、
か

つ
て
強
硬
に
反
対
婆
勢
を
示
し
て
い
た
拘
束
的
仲
裁
に
関
し
て
も

そ
の
利
用
促
進
の
試
み
に
自
ら
率
先
し
て
着
手
す
る
な
ど
、
よ
り

明
確
に
行
政
A
D
R
を
全
面
的
に
支
援
す
る
婆
勢
を
表
明
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
の
行
政
A
D
R
に
対
す
る
積

極
的
姿
勢
と
の
相
乗
効
果
で
、
司
法
省
の
行
政
A
D
R
に
対
す
る

肯
定
的
姿
勢
の
意
義
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
I
A
D
R
W
G
立
ち
上
げ
会
議
で
の
「
す
べ
て
の
連
邦

行
政
機
関
が
一
年
以
内
に
最
低
一
つ
の
新
し
い
A
D
R
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
自
組
織
内
に
お
い
て
策
定
・
実
行
す
る
こ
と
」
と
の
レ
ノ
司

法
長
官
の
要
請
は
、
新
し
い
A
D
R
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
各
行
政
機
関

が
策
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
実
行
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
行
政
紛

争
解
決
法
の
趣
旨
・
内
容
を
よ
り
強
力
に
実
現
さ
せ
て
い
く
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
従
来
か
ら
行
政
A
D
R
の
活
用

に
積
極
的
だ
っ
た
行
政
機
関
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
懐
疑
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的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
行
政
機
関
も
行
政
A
D
R
に
強
い
関
心

を
払
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
例
え
ば
ー
A
D
R
W
G
労
働
紛
争

セ
ク
シ
ョ
ン
の
立
ち
上
げ
会
議
に
は
ほ
ぽ
す
べ
て
の
達
邦
行
政
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

関
が
出
席
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

　
1
A
D
R
W
G
の
主
た
る
役
割
は
、
こ
の
よ
う
に
行
政
機
関
に

よ
る
A
D
R
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
好
機
を
活
か
し
、

行
政
A
D
R
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
行
政
機
関
に
対
し
て
も
行
政
A

D
R
の
有
用
性
を
訴
え
か
け
、
浸
透
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
1
A
D
R
W
G
は
一
」
の
役
割
を
全
う
す
る
た
め
、
行
政

A
D
R
の
形
態
の
多
様
性
や
各
行
政
機
関
間
の
A
D
R
習
熟
度
の

違
い
と
い
っ
た
行
政
A
D
R
の
持
つ
特
殊
性
に
即
し
た
柔
軟
な
組

織
お
よ
び
活
動
内
容
を
も
ウ
て
、
各
行
政
機
関
の
関
心
の
高
。
ま
り

に
体
系
的
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
三
で
検
討
し
た
。
ま

た
、
そ
の
活
動
方
法
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
を
活
用
し
て
よ

り
低
コ
ス
ト
か
つ
効
率
的
に
行
う
努
力
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

は
今
ま
で
に
な
く
運
営
の
効
率
性
を
追
求
し
て
い
る
連
邦
政
府
の

方
針
と
も
合
致
し
て
い
る
。
行
政
A
D
R
実
践
部
隊
と
し
て
の
I

A
D
R
W
G
の
滑
り
出
し
は
順
調
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
ま
だ
設
立
か
ら
日
の
浅
い
ー
A
D
R
W
G
の
活
動
成
果
を
判
断

す
る
に
は
、
現
在
ま
で
の
活
動
経
緯
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
の

は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
右
記
の
よ
う
な
I
A
D
R
W
G
の
こ
れ

ま
で
の
成
果
を
省
み
る
と
き
、
こ
れ
が
米
国
に
お
け
る
行
政
A
D

R
の
発
展
に
対
し
て
為
し
た
貢
献
は
現
時
点
で
も
十
分
に
大
き
い

と
思
わ
れ
る
。
I
A
D
R
W
G
の
さ
ら
な
る
活
動
に
期
待
し
た
い

（
1
）
　
参
照
、
蜆
d
I
ω
．
ρ
伽
雪
－
（
旨
暑
」
＝
o
塞
）
．

（
2
）
　
米
国
で
考
え
ら
れ
て
い
る
行
政
機
関
に
よ
る
A
D
R
利
用
と
は
、

　
裁
判
の
代
替
物
で
あ
る
、
私
人
問
の
紛
争
に
お
け
る
A
D
R
利
用
と

　
は
異
な
り
、
司
法
裁
判
お
よ
ぴ
正
式
な
行
政
手
続
に
替
わ
る
も
の
と

　
考
え
ら
れ
て
い
る
（
後
出
注
三
の
行
政
紛
争
解
決
法
に
し
て
も
、
こ

　
の
よ
う
な
特
徴
を
踏
ま
え
、
．
．
＞
ρ
昌
巨
ω
旨
き
き
、
豆
名
算
①
ヵ
鶉
9

　
巨
ユ
昌
＞
g
と
な
っ
て
い
る
）
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
も
こ
の
よ

　
う
な
行
政
機
関
に
よ
る
A
D
R
利
用
の
特
性
に
留
意
し
、
こ
れ
を
行

　
政
A
D
R
と
呼
ぷ
こ
と
と
す
る
。

（
3
）
＞
α
畠
巨
9
S
葦
①
9
ω
o
暮
o
寄
ω
o
；
ぎ
目
＞
9
o
申
δ
o
ρ

　
コ
』
σ
．
－
－
z
o
．
；
〒
雷
M
二
〇
｛
ω
訂
↓
．
ミ
ω
①
（
o
巨
『
『
①
葦
く
g
ω
－
o
目
g

　
蜆
⊂
．
ω
．
O
．
伽
吻
蜆
一
－
－
蜆
o
o
卜
（
ω
一
』
O
O
1
自
－
㊤
o
①
）
）
一
＞
α
昌
－
コ
ー
㎝
一
『
回
饒
く
①

　
U
尉
筥
』
片
①
宛
o
ω
o
－
巨
ご
o
コ
＞
〇
一
〇
h
－
o
㊤
9
勺
E
σ
．
－
．
Z
ρ
－
o
｛
－
ω
M
0
一

　
－
－
o
ω
片
凹
一
－
ω
o
〇
一
〇
（
o
0
0
－
饒
o
ρ
凹
一
㎝
d
．
ω
．
O
1
伽
伽
σ
↓
－
1
蜆
o
o
ム
（
ω
E
O
℃
1

　
自
冨
o
①
）
）
一

（
4
）
　
①
C
．
ω
l
O
l
伽
雪
N
（
σ
）
（
ω
冒
o
P
－
－
5
o
①
）
．

（
5
）
　
伊
藤
真
・
小
島
武
司
編
『
裁
判
外
紛
争
処
理
法
』
（
有
斐
閣
、

　
一
九
九
八
年
）
な
ど
。
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（
6
）
　
レ
グ
一
ネ
グ
は
、
A
P
A
が
定
め
る
規
則
制
定
手
続
が
煩
雑
化

　
し
、
裁
判
所
で
争
わ
れ
る
こ
と
が
日
常
化
し
た
た
め
、
裁
判
所
で
争

　
わ
れ
な
い
よ
う
な
、
良
質
な
規
則
を
安
価
か
つ
短
期
間
に
制
定
す
る

　
た
め
に
考
案
さ
れ
た
、
交
渉
（
A
D
R
手
法
の
一
つ
）
を
規
則
制
定

　
に
用
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
意
味
す
る
。
参
照
、
常
岡
孝
好
「
交
渉
に

　
よ
る
規
則
制
定
法
（
Z
品
O
ご
9
＆
カ
巨
O
ヨ
算
ヲ
O
q
＞
9
）
と
今
後
」

　
明
治
学
院
法
学
研
究
六
十
号
二
六
一
頁
（
一
九
九
六
年
）
。

　
　
A
P
A
が
定
め
る
規
則
制
定
手
続
の
代
替
物
と
し
て
用
い
る
レ

　
グ
・
ネ
グ
も
A
D
R
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
（
↓
ぎ
－

　
昌
凹
色
目
凹
く
．
カ
o
o
q
胃
9
↓
o
老
凹
『
o
－
昌
o
『
o
く
①
μ
＞
o
q
o
目
o
｝
U
オ
o
巨
箒

　
カ
鶉
o
巨
饒
o
自
二
竃
旦
①
冒
o
目
匡
目
o
日
片
す
o
＞
U
宛
＞
g
牡
（
お
爵
）
）
、
そ

　
の
他
の
行
政
A
D
R
手
法
が
、
既
に
生
じ
た
紛
争
の
解
決
に
A
D
R

　
を
用
い
る
の
に
対
し
、
レ
グ
・
ネ
グ
は
将
来
的
な
紛
争
の
回
避
を
目

　
的
と
し
て
行
わ
れ
る
た
め
、
性
質
が
多
少
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が

　
っ
て
、
レ
グ
・
ネ
グ
に
関
し
て
は
一
九
九
〇
年
法
と
並
ん
で
制
定
さ

　
れ
、
一
九
九
六
年
に
恒
久
的
再
授
権
を
受
け
た
一
九
九
〇
年
交
渉
に

　
よ
る
規
則
制
定
法
が
存
在
し
、
こ
れ
に
関
す
る
包
括
的
な
管
理
・
促

進
活
動
も
1
A
D
R
W
G
で
は
な
く
、
大
統
領
命
令
二
一
八
六
六
に

基
。
つ
い
て
設
置
さ
れ
た
規
則
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
カ
o
管
一
甲

↓
o
ξ
峯
o
寿
巨
o
q
g
o
ξ
）
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。
O
ヨ
8
o
；
悪

　
勺
『
①
ω
ω
ω
①
o
『
〇
一
與
『
き
H
≦
o
∋
O
『
凹
＝
α
一
』
ヨ
P
O
－
自
、
『
o
9
｛
o
目
片
O
＝
目
片
O
目

　
8
＝
雷
象
o
；
ぎ
向
蓋
昌
ご
く
Φ
U
8
胃
け
∋
旨
誌
彗
匝
＞
o
q
彗
9
o
Ψ

　
U
①
色
①
q
目
O
巨
O
コ
O
、
－
コ
け
o
『
φ
O
胃
o
コ
o
｝
O
O
目
一
H
目
－
篶
o
①
ω
一
〇
向
唖
o
目
算
匝
一
耐

　
彗
旦
向
昌
o
彗
品
①
＞
o
q
彗
ξ
仁
ω
o
o
↓
≧
8
『
冨
8
ζ
g
冨
g
g
ω
－

君
后
忍
ω
o
；
工
昌
彗
o
之
品
o
巨
g
＆
カ
三
耐
∋
芽
一
長
（
ζ
黛
－
一

　
ε
竃
）
（
凹
畠
旨
巨
o
o
目
饒
目
o
呉
旨
巴
＞
U
宛
奉
〇
一
巨
①
；
9
す
o
ヨ
①
一

　
召
o
q
耐
（
三
葦
＆
旨
罵
揮
－
o
竃
）
〈
巨
膏
ミ
ξ
ミ
峯
．
ま
彗
o
耐
冨
［

　
o
q
o
く
さ
註
H
ξ
岬
巨
昌
〉
）
［
ぎ
畠
一
畠
寡
胃
；
＆
轟
？
g
己
①
コ
夢
－

　
ζ
①
∋
o
『
彗
o
⊆
∋
］
一

（
7
）
　
比
山
節
男
「
A
D
R
と
し
て
の
米
国
一
九
九
〇
年
行
政
紛
争
解

　
決
法
（
上
）
」
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
二
三
号
二

　
頁
（
一
九
九
六
年
）
。
ま
た
、
レ
グ
・
ネ
グ
に
関
し
て
は
、
常
岡
・

　
前
掲
注
（
6
）
の
ほ
か
、
比
山
節
男
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
規
則
制
定

　
協
議
法
逐
条
論
点
解
説
」
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
三
四
号
六

　
一
頁
（
一
九
九
五
年
）
等
の
論
文
が
存
在
す
る
。

（
8
）
　
拙
稿
「
米
国
連
邦
政
府
の
行
政
機
関
に
よ
る
A
D
R
の
利
用

　
（
上
）
」
白
治
研
究
七
五
巻
二
一
号
二
一
〇
頁
（
一
九
九
九
年
）
、
「
米

　
国
連
邦
政
府
の
行
政
機
関
に
よ
る
A
D
R
の
利
用
（
下
）
」
自
治
研

　
究
七
六
巻
四
号
九
六
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
。

（
9
）
　
そ
れ
ま
で
は
行
政
機
関
が
A
D
R
を
用
い
る
際
の
明
確
な
法
的

　
権
隈
は
存
在
せ
ず
、
A
D
R
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
行
政
機
関
は
各

　
個
別
法
が
定
め
る
権
限
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
利
用
し
て
い
た
。

（
1
0
）
　
一
九
九
〇
年
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
行
政
会
議
の
活
動
の
詳
細

　
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
比
山
・
前
掲
注
（
7
）
一
五
頁
。

（
u
）
　
＞
匹
邑
邑
g
畠
ご
き
g
㎝
℃
鼻
o
カ
鶉
o
ζ
ご
g
＞
g
o
『
－
㊤
o
9

　
勺
；
．
－
1
之
O
」
昌
－
寓
ド
伽
ω
（
｝
）
」
量
ω
試
｛
1
N
お
①
（
－
竃
O
）
．

（
1
2
）
　
連
邦
調
停
サ
ー
ビ
ス
庁
は
、
主
と
し
て
民
間
の
労
働
紛
争
に
対

　
し
て
合
意
に
基
づ
く
解
決
手
法
を
提
供
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
機

　
関
で
あ
り
、
一
九
九
〇
年
法
に
お
い
て
行
政
会
議
と
並
ん
で
行
政
機

　
関
に
よ
る
A
D
R
利
用
の
促
進
に
尽
力
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
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（
1
3
）
＞
o
∋
巨
9
『
き
毒
冒
名
巨
①
雰
ω
〇
一
巨
一
昌
＞
9
o
『
一
8
ρ

　
勺
巨
σ
．
］
「
．
7
，
o
．
－
o
－
1
蜆
蜆
N
一
ω
ω
　
（
σ
）
．
－
o
ト
ω
片
匝
↓
．
M
↓
ω
①
一
旧
↓
ω
↓
　
（
－
o
o
o
）
1

　
当
該
規
定
は
、
各
行
政
機
関
の
長
は
そ
の
上
級
職
員
を
紛
争
解
決
ス

　
　
ベ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
任
命
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
紛

　
争
解
決
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
は
自
ら
の
機
関
に
一
九
九
〇
年
法
を
浸
透

　
　
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
」
九
九
〇
年
法
の
要
請
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ

　
た
A
D
R
政
策
の
実
行
す
る
こ
と
に
尽
力
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
宛
o
鷺
員
ω
ξ
冨
；
8
ρ
凹
二
〇
－
冨
る
彗
く
』
1
雷
一
①
9
；
①

　
O
O
目
巨
目
仁
－
目
O
q
Z
⑦
①
巨
　
市
O
『
螂
コ
　
＞
α
∋
｛
コ
涼
一
『
印
ユ
く
①
O
O
コ
｛
①
『
o
目
o
P

　
㎝
O
＞
O
H
ロ
ー
目
’
］
「
－
カ
①
く
－
－
N
N
　
（
－
O
O
O
O
）
1

（
1
5
）
　
U
饅
く
巳
ω
9
一
U
ω
F
↓
o
向
コ
す
凹
コ
o
Φ
斤
す
①
O
o
而
『
凹
弍
o
目
o
｛
O
o
く
①
『
コ
ー

　
『
目
o
目
↓
H
霜
o
與
巨
片
す
o
H
－
N
－
目
o
q
一
す
①
＞
o
目
一
－
目
－
ω
叶
『
由
↓
－
く
①
－
〕
－
ω
o
⊆
一
①
宛
①
ω
o
－

　
－
E
巨
o
＝
＞
o
戸
－
＝
国
『
く
．
フ
H
o
o
q
o
饒
螂
巨
o
コ
ー
ド
カ
Φ
く
．
N
ω
⑩
1
N
ト
σ
（
－
岨
但
①
）
1

　
他
に
同
様
の
批
判
は
、
ω
8
刃
o
σ
睾
↓
ρ
～
首
轟
彗
α
向
α
奏
彗
o

　
－
1
＝
o
弍
∋
昌
一
2
8
団
く
ω
冨
？
＝
o
ξ
；
①
o
．
ω
1
o
o
毒
；
昌
彗
け

　
＞
a
冥
a
芽
o
≧
〕
宛
E
竃
一
U
一
ω
．
雰
ω
1
』
二
〇
（
ζ
貸
冨
竃
）
一

　
勾
o
σ
－
コ
　
ー
．
　
向
く
o
コ
ω
一
「
『
す
o
　
＞
α
『
コ
ー
コ
ー
ω
一
『
饅
け
－
く
而
　
－
〕
－
ω
o
匡
一
〇
　
カ
o
ω
o
－
自
－

　
↓
－
o
目
＞
o
片
o
市
－
o
o
①
H
－
H
口
o
H
o
く
－
目
o
q
勺
①
φ
o
『
o
－
＞
o
o
①
但
o
く
－
」
ω
①
o
｛
＞
－
・

　
一
而
『
目
印
↓
－
く
而
　
－
〕
」
ω
o
⊆
一
〇
　
－
刈
＾
…
ω
〇
一
⊆
一
｝
o
コ
　
勺
『
o
o
舳
蜆
ω
①
ω
一
蜆
o
　
＞
旦
『
目
－
コ
ー
］
「
．

　
宛
＾
w
く
　
M
ω
－
　
（
－
o
o
o
o
）
－

（
1
6
）

　
、
旦
〕

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

＞
o
『
コ
ー
目
－
ω
片
『
o
片
－
く
o
　
－
〕
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